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 令 和 ８ 年 ３ 月 １ ８ 日 提 出  

案 件 担 当  

部 課 等  
総 務 部 人 事 課  

案 件 名 称  第 ３ 期 三 浦 市 特 定 事 業 主 行 動 計 画 の 策 定 に つ い て  

部 門 経 営  
会 議 で  
審 議 し た 日  

―  

資 料 の 有 無  ■ 有       □ 無  

審 議 依 頼 事 項  

第 ３ 期 三 浦 市 特 定 事 業 主 行 動 計 画 を 別 添 の と お り 策 定 す る こ と

に つ い て  

現 状 と 課 題  

女 性 の 職 業 生 活 に お け る 活 躍 の 推 進 に 関 す る 法 律 第 1 9 条 に

お い て 、『 国 及 び 地 方 公 共 団 体 の 機 関 、 そ れ ら の 長 又 は そ れ ら

の 職 員 で 政 令 で 定 め る も の （ 以 下 「 特 定 事 業 主 」 と い う 。）

は 、 特 定 事 業 主 行 動 計 画 （ 特 定 事 業 主 が 実 施 す る 女 性 の 職 業 生

活 に お け る 活 躍 の 推 進 に 関 す る 取 組 に 関 す る 計 画 を い う 。） を

定 め な け れ ば な ら な い 。』 と 規 定 さ れ て い る 。  

ま た 、 次 世 代 育 成 支 援 対 策 推 進 法 第 1 9 条 に お い て も 、『 特 定

事 業 主 は 、 特 定 事 業 主 行 動 計 画 （ 特 定 事 業 主 が 実 施 す る 次 世 代

育 成 支 援 対 策 に 関 す る 計 画 を い う 。） を 策 定 す る も の と す る 。』

と 規 定 さ れ て い る 。  

 そ の た め 、 前 計 画 期 間 （ 令 和 ２ 年 度 か ら 令 和 ７ 年 度 ま で ） に

お け る 目 標 と そ の 取 組 等 を 振 り 返 り 、 第 ３ 期 計 画 （ 令 和 ８ 年 度

か ら 令 和 1 2 年 度 ま で ） に お け る 本 市 目 標 及 び 目 標 達 成 に 向 け

た 取 組 等 を 別 添 の と お り 定 め る も の で あ る 。  

 ま た 、 本 計 画 の 策 定 ・ 変 更 、 本 計 画 に 基 づ く 取 組 の 実 施 状

況 ・ 数 値 目 標 の 達 成 状 況 に つ い て 、 毎 年 １ 回 点 検 ・ 評 価 し 、 そ

の 結 果 を 公 表 す る 。  

案 件 担 当 部 課 等 の 見 解  

 本 計 画 は 、 策 定 を 義 務 付 け ら れ た も の で あ り 、 審 議 決 定 後 、

法 律 の 規 定 に よ り 、 遅 滞 な く 公 表 す る 必 要 が あ る 。  

総 合 計 画 及 び 予 算 と の 関 係  



備 考  説 明 員  上 郷 人 事 課 長  南 人 事 課 主 査  

 


